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１ 学長あいさつ 

 鳴門教育大学は，1981 年の創設以来，新構想の教育大学として教師教育の先導的役割を担ってきま

した。その一環として，附属学校園を含む本学の全構成員が，環境に対する意識を高め，自らの大学生

活の中で実践する取組を継続してきました。平成 22（2010）年 11 月には「鳴門教育大学環境方針」

を策定し，平成 24 年 3 月にまず鳴門サイト（大学キャンパス）が，続いて平成 25 年 2 月には徳島サ

イト（附属学校地区）が「エコアクション 21」の認証・登録を取得しました。 

 

 2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された持続可能な開発目標（SDGs：

Sustainable Development Goals）は，持続可能でよりよい世界を目指す国際目標となっています。

SDGs は，17 のゴール・169 のターゲットから構成されていますが，このなかにも環境問題が広く関

連しています。直接的に関わる目標としては，12「つくる責任 つかう責任」，13「気候変動に具体的

な対策を」，14「海の豊かさを守ろう」，15「陸の豊かさを守ろう」などがあります。今後持続可能で

より良い世界を作るためには，エネルギーや資源の使用，環境の保護と回復などに積極的に取り組むこ

とが求められています。 

 このような社会情勢のもとで本学がエコアクション 21 に取り組むことの意義としては大学としてエ

ネルギーや資源の効率的な使用を実現していくことが挙げられますが，それにとどまらず，エコアクシ

ョン 21 の活動を通して，全構成員が環境を意識して行動できる能力を高めていくことが挙げられます。 

 さらに本学でエコアクションに積極的に取り組む意義としては，環境に対する意識をもち環境問題に

取り組むことのできる教師の養成につながることを挙げることができます。鳴教生が教師となったとき，

学校において次世代を担う子どもたちに対して，環境に対する意識をもち問題に取り組むよう教育して

くれるようになることが期待されるからです。 

 

 本学のエコアクションの取組をまとめた「エコアクション 21 環境活動レポート（平成 24 年度版）」 

は，「第 17 回環境コミュニケーション大賞・奨励賞」を受賞しました。さらに「エコアクション 21 環

境活動レポート（平成 26 年度版）」は「第 19 回環境コミュニケーション大賞・優秀賞（地球・人間環

境フォーラム理事長賞）」を受賞しています。 

 

鳴門教育大学は，これまでの取組をふまえ，エコ

アクション 21 の活動を通して，これからも持続可

能なキャンパス環境の構築に努め，より良い教師の

養成につなげたいと考えております。 

令和４年（202２年）７月３１日 

国立大学法人 鳴門教育大学 

学 長  佐 古 秀 一 
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２ 鳴門教育大学環境経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳴門教育大学は、景勝の地、鳴門海峡の潮と光と人が調和する風の通り道にある。 

この自然を護り、教育の一番札所として優れた教育者を養成し、教育、研究および 

社会貢献活動を通して、学習環境や自然環境の保全、資源の消費量削減、再使用、 

再資源化の啓発、推進を目指し、未来へ向けて持続可能な社会を実現します。 

 

 

 

 

 

 本学の基本理念に基づき、環境経営方針達成のため、環境経営目標及び環境経営 

計画を策定し、本学の教職員及び学生ならびに本学に関わる全ての人々が一体とな 

り、以下の活動を自主的・積極的に推進します。 

 

     １．環境経営を通じて、環境マインドを持った人材を育成します。 

     ２．環境マネジメントシステムを構築し、継続的な運用・維持・改善を図ります。 

     ３．本学のあらゆる活動に伴い発生する環境負荷の低減を目指し、次の項目を、 

       重点的に取組みます。 

      （１）二酸化炭素排出量の削減 

      （２）水の使用量の削減 

（３）紙の使用量の削減 

（４）一般廃棄物の発生抑制 

      （５）化学物質の適正管理 

     ４．本学に適用される環境関連法規及びその他の事項を遵守します。 

     ５．環境経営方針は、本学の教職員及び学生ならびに本学に関わる全ての人々に対 

       し、周知するとともに、環境経営レポート等で、社会にも公表し、環境コミュ 

ニケーションを図ります。 

 

 
 

 

２０２２年（令和４年）４月１日 

国立大学法人鳴門教育大学長   佐 古 秀 一 

鳴門教育大学環境経営方針 

基本理念 

基本方針 
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３ 環境マネジメントシステムの状況 
 

平成 22 年 11 月  エコアクション２１認証取得に向けキックオフ宣言     

鳴門教育大学環境方針発表  

平成 23 年  1 月  環境目標及び環境活動計画，環境マネジメントマニュアル策定 

平成 23 年 4 月  エコアクション２１試行期間開始 

平成 24 年 1 月  エコアクション２１認証・登録に際し，現地審査 

平成 24 年 ３月  鳴門サイトがエコアクション２１認証・登録を取得 

平成 25 年 1 月  エコアクション２１現地審査（鳴門サイト中間審査，徳島サイト拡大審査） 

平成 25 年 ２月  徳島サイトがエコアクション２１認証・登録の取得（範囲拡大） 

平成 2６年 ２月  エコアクション２１現地審査（更新審査） 

平成２６年  ３月  エコアクション２１環境活動レポート H24.4～H25.3 が「第１７回環境コミュニケーション大賞」 

奨励賞を受賞 

平成２６年 ３月  エコアクション２１認証・登録の更新 

平成 2７年 ２月   エコアクション２１現地審査（中間審査） 

平成２８年 ２月  エコアクション２１現地審査（更新審査） 

平成２8 年  2 月  エコアクション２１環境活動レポート H26.4～H27.3 が「第１9 回環境コミュニケーション大賞」 

優秀賞を受賞 

平成２８年 ３月  エコアクション２１認証・登録の更新 

平成２９年 ２月  エコアクション２１現地審査（中間審査） 

平成３０年 ２月  エコアクション２１現地審査（更新審査） 

平成３０年 ３月  エコアクション２１認証・登録の更新 

平成３１年 ２月  エコアクション２１現地審査（中間審査） 

令和  ２年 ２月  エコアクション２１現地審査（更新審査） 

令和  ２年 ３月  エコアクション２１認証・登録の更新 

〈令和３年度〉 

令和  ３年 ４月  令和３年度新任職員研修にて，エコアクション２１の説明を実施（９０人） 

令和  3 年 ４月  令和 3 年度入学式オリエンテーションにてエコアクション２１の説明を実施（３２６人） 

令和  ３年 ９月  鳴門サイト（高島団地）・徳島サイト（附属学校園）内部監査実施 

    ～１０月 

令和 3 年１１月  エコアクション２１現地審査（中間審査） 
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４ 大学創設の趣旨・目的，対象範囲，活動，規模，組織 

  

教員には，教育者としての使命感と人間愛に支えられた豊かな教養，教育の理念と方法及び人間性に対する多面的な深

い理解並びに教科・領域に関する専門的学力，優れた教育技術など，専門職としての高度の資質能力が強く求められてい

る。 

本学は，このような社会的要請に基づき，主として現職教員に高度の研究・研鑽の機会を確保する大学院と，初等教育教

員及び中学校教員の養成を行う学部をもち，学校教育に関する理論的，実践的な教育研究を進める「教員のための大学」

及び学校教育の推進に寄与する「開かれた大学」として昭和 56 年 10 月１日に創設された新しい構想の国立大学であり，

以後社会の要請に応えるべく教育研究の充実に取り組んできた。 

  平成 20 年度から，今日の学校と教員を巡る状況を踏まえ，養成すべき教員像を明確にし，専門性と実践力を備えた力

量のある教員を養成することとし，新たに専門職学位課程（高度学校教育実践専攻）を教職大学院として設置した。   

大学院学校教育研究科「修士課程」において，教科・領域等における専門性を培い，優れた教育実践を展開できる能力を，

「専門職学位課程」では，幅広い視点からの問題分析力・対応力・解決力を培い，学校や地域で指導力を発揮できる力量

を，それぞれ有する初等中等教育教員を養成することを目的としている。 
  学校教育学部においては，幼児・児童・生徒の成長と発達に関する総合的な理解にたち全教科・領域にわたる優れた指

導能力を備えた初等教育教員及び中学校教員を養成することを目的としている。 
また，本学では，大学と一体となって，教育の理論や実践に関する科学的研究を行うとともに，大学の計画に従い学生

の教育実習等の実施に当たることを目的に，附属幼稚園，附属小学校，附属中学校及び附属特別支援学校を設置している。 
併せて，附属学校においては，幼児の心身の発達を助長する保育，児童生徒の心身の発達に応じて義務教育として行わ

れる普通教育のうちの基礎的な教育，及び小学校における教育の基礎の上に義務教育として行われる普通教育，並びに知

的障害のある小学校，中学校，高等学校年齢の児童生徒に対する教育及び自立や社会参加に向けた主体的な活動ための適

切な指導と必要な支援を実施している。 

（１）法人名及び代表者   

国立大学法人鳴門教育大学  学長  佐古 秀一 

（２）所在地及び認証・登録範囲 

   【鳴門サイト】 

      鳴門教育大学         〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地 

【徳島サイト】 

      鳴門教育大学附属幼稚園    〒770-0808 徳島市南前川町 2 丁目 11 番地の 1 

     鳴門教育大学附属小学校    〒770-0808 徳島市南前川町 1 丁目 1 番地 

     鳴門教育大学附属中学校    〒770-0804 徳島市中吉野町 1 丁目 31 番地 

鳴門教育大学附属特別支援学校 〒770-0803 徳島市上吉野町 2 丁目 1 番地 

（３）活動（製品・サービス） 

教育・研究活動 

（４）対象者 

全構成員 

（５）環境管理責任者及び環境管理担当者 

環境管理責任者：事務局長・副学長     高橋 正敏 

環境管理担当者：総務部施設課長         武市 佳人 

（６）事業内容 

教員養成系大学 
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（７）事業規模 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 5 月 1 日現在） 

（８）エコアクション 21 組織図 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 

教員     128 人     125 人 

附属学校教職員     102 人      99 人 

事務職員･その他     100 人      95 人 

学部生     455 人     457 人 

大学院生     495 人     520 人 

幼児・児童・生徒 1,178 人 1,179 人 

敷地面積 
鳴門サイト 239,077 ㎡ 239,077 ㎡ 

徳島サイト 49,339 ㎡ 49,339 ㎡ 

建物延面積 
鳴門サイト 45,379 ㎡ 45,379 ㎡ 

徳島サイト 18,083 ㎡ 18,083 ㎡ 

主な負荷設備 排水施設・電気設備 排水施設・電気設備 

環境管理担当者 

（施設課長） 

※ 各専攻長，各校園長及び各課から推薦された者 

環境活動計画の評価者（2４名）※ 

人間教育専攻 

高度学校教育実践専攻（教科実践高度化系） 

高度学校教育実践専攻（教職実践高度化系） 

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

事務組織 

教職員・院生・学生・園児・児童・生徒 

環境管理責任者 

（事務局長･副学長） 

エコアクション２１ 

推進委員会 

代表者 

（学長） 

内部監査 
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５ 環境目標，環境活動計画（2019 年度～2021 年度の３か年） 【旧】 

 

目的 環境目標 環境活動計画 

二酸化炭素 

排出量の削減 

電力使用量 
2016～2018 年度実績の 
平均と比べ 
 
2019 年度 1％以上削減 
2020 年度 1％以上削減 
2021 年度 1％以上削減 
 

業務上照明が必要な箇所等を除き，節電に努める。 

エレベーターの使用を控え，直近階へは階段を利用するよう努め

る。 

冷暖房温度の適正管理（冷房 28 度以上，暖房 19 度以下）に努

める。 

冷房中は空調効果を上げるために南側窓のブラインド等を利用

し，日射を遮るように努める。 

燃料使用量 
（ガソリン･灯油･LP ガス等） 
 
電力使用量の目標と同じ 

公用車の運行は，省エネ運転に努める。 

水・紙の使用量 

の削減 

水使用量 
 
電力使用量の目標と同じ  

日常的に節水を励行する。 

紙購入量 
 
電力使用量の目標と同じ 

コピー用紙の両面印刷，裏面の再利用に努める。 

通知，連絡等については，電子メールの活用を図り，資料等は可

能な限り電子媒体で保存する。 

一般廃棄物の 

発生抑制 

廃棄物量 
 
電力使用量の目標と同じ 

ゴミの分別回収を徹底する。 

使い捨て製品の使用や購入の抑制をし，詰替え可能な製品の使用

に努める。 

化学物質の適正管理 化学物質の適正管理 化学物質の適正管理を徹底する。 

グリーン購入の推進 グリーン購入の推進 グリーン購入の推進に努める。 

環境に関する教育 
環境マインドを持った 
人材育成 

＜大学＞ 環境保全に関する啓発を推進する。 

＜幼稚園＞ 土・砂・泥・水，植物，動物などの「遊誘財」とふれ

あう中で環境マインドを育成する。 

① 自然の不思議ややさしさ，大きさなどに感動する心 

② 「遊誘財」を生かして，生活の楽しさや便利さを感じる心 

＜小学校＞ １年生からごみの分別や節水，節電など，日々の生活

場面で可能な取組みを習慣づけていき，総合的な学習の時間を

中心に，環境問題や対策について調べたり考えたりして学習す

ることにより，環境について広い視野で考えて行動できる子ど

もを育成する。 

＜中学校＞ 各教科等において，環境に関する単元（題材）の指導

を充実させ，生徒の意識を高めるとともに，生活における実践

的態度を育む。 

＜特別支援学校＞ 日々の教育活動の中に，ゴミの分別回収，節電，

節水等，環境教育に係る内容を積極的に取入れ，児童生徒とと

もに取り組むことをとおして，環境教育を推進する意識の向上

を図る。 
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環境経営目標，環境経営計画（2022年度～2024年度の３か年） 【新】 

（※1）電力の排出係数は，四国電力令和 2 年度実績（令和 4 年 1 月 7 日公表）0.574（kg-CO2/kWh）を使用 

（※2）温度「18℃以上，28℃以下であることが望ましい」（学校環境衛生基準） 

目的 環境経営目標 環境経営計画 

二酸化炭素 

排出量の削減 

（※1） 

電力使用量 
2017～2019 年度実績の 
平均と比べ 
 
2022 年度 1％以上削減 
2023 年度 1％以上削減 
2024 年度 1％以上削減 
 

照明及び冷暖房は，必要箇所及び必要時間を除き，消灯または停

止し節電に努める。 

照明器具の定期的な清掃を実施する。 

エレベーターは使用を控え，２アップ，３ダウンは階段を利用す

るよう努める。 

冷暖房温度の適正管理（冷房 28 度，暖房 19 度）に努める。 

（※2） 

冷暖房装置の運転効率を高めるため，定期的にフィルターを清掃

する。 

燃料使用量 
（ガソリン・都市ガス・LP ガ

ス・灯油等） 
 
電力使用量の目標と同じ 

公用車の運行は，省エネ運転に努める。 

附属学校園については都市ガスによる冷暖房のため，冷暖房温度

の適正管理及びフィルター清掃を行う。 

水使用量の削減 
水使用量 
 
電力使用量の目標と同じ  

手洗い時，洗い物においては．日常的に節水する。 

トイレの水流し音発生装置を利用し節水する。 

紙使用量の削減 
紙購入量 
 
電力使用量の目標と同じ 

会議用資料，事務手続き書類の簡素化に取り組む。 

通知，連絡等については，電子メールを利用し，資料は電子媒体

で保存する。 

一般廃棄物の 

発生抑制 

廃棄物量 
 
電力使用量の目標と同じ 

廃棄物は分別回収し，再資源化に努める。 

使い捨て製品の使用や購入の抑制をし，詰替え可能な製品の使用

に努める。 

化学物質の適正管理 化学物質の適正管理 化学物質の適正管理を徹底する。 

環境に関する教育 
環境マインドを持った 
人材育成 

＜大学＞ 環境保全に関する啓発を推進する。 

＜幼稚園＞ 土・砂・泥・水，植物，動物などの「遊誘財」とふれ

あう中で環境マインドを育成する。 

① 自然の不思議ややさしさ，大きさなどに感動する心 

② 「遊誘財」を生かして，生活の楽しさや便利さを感じる心 

＜小学校＞ １年生からごみの分別や節水，節電など，日々の生活

場面で可能な取組みを習慣づけていき，総合的な学習の時間を

中心に，環境問題や対策について調べたり考えたりして学習す

ることにより，環境について広い視野で考えて行動できる子ど

もを育成する。 

＜中学校＞ 各教科等において，環境に関する単元（題材）の指導

を充実させ，生徒の意識を高めるとともに，生活における実践

的態度を育む。 

＜特別支援学校＞ 日々の教育活動の中に，ゴミの分別回収，節電，

節水等，環境教育に係る内容を積極的に取入れ，児童生徒とと

もに取り組むことをとおして，環境教育を推進する意識の向上

を図る。 
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・電力使用量 
2,823,712 kWh 

・化石燃料使用量 
 灯油         495 L 
 軽油       1,300 L 
 ガソリン  1,650 L 
 ＬＰガス  3,717 kg 
 都市ガス  69,985 m3 
・水使用量 

31,063 m3 
・紙購入量 

18,269 kg 

・二酸化炭素排出量 
1,801.1 t-CO2 

・総排水量 
46,911 m3 

※学生宿舎使用分（15,848 m3）， 

 

・一般廃棄物 
46.0t 

・産業廃棄物 
            40.9 t 

６ 令和３年度実績及び評価 

◆マテリアルバランス  

マテリアルバランスとは，大学における事業活動において，投入された物質の量（インプット）と活動

により排出された物質の量（アウトプット）の収支をあらわしたものです。本学では，教育・研究活動に

おける環境負荷の把握を行い，これらの削減に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆環境負荷削減の取組 

【●二酸化炭素排出量の実績】 目標:平成 28～30 年度平均と比べ 1％以上削減 

 

 

 

 

 

 

INPUT OUTPUT 

○鳴門サイト 

令和３年度の二酸化炭素排出量は， 

1,337.2 t-CO2 

目標値より，約 21.4%減▼ 

鳴門サイトは主に電力使用量による排出が占めています。前年度と同様にコロナ禍による対面授業が減

少しており、前年度とほぼ同様の推移となっています。徳島サイトは冷暖房を都市ガスによる GHP で行

っており，コロナ禍のため換気しながらの冷暖房や，冷暖房の使用時間等が増えたため増加しました。 

○徳島サイト 

令和３年度の二酸化炭素排出量は， 

463.9 t-CO2 

目標値より，約 4.9%増▲ 
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【●電力使用量の削減】 目標:平成 28～30 年度平均と比べ 1％以上削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【●太陽光発電】 

   

 

 

 

 

 

不要時間，不要場所での電気の消灯，階段利用の推進，空調等の温度の適正管理，パソコン等機器の電

源 OFF 等の日々の取り組みを行っています。鳴門サイトは新型コロナウイルス感染症対策としてエア

コンを使用しつつ換気を行ったことが主な増加要因で，外灯のＬＥＤ化及びコロナ禍による対面授業減

が減少要因となり前年度とほぼ同使用量となっています。徳島サイトは体育館改修工事に伴い学外での

体育活動となったため，減少しました。 

○鳴門サイト 

令和３年度の発電量は， 

40,098 kWh 

鳴門サイトでは，平成 22 年に本部棟屋上に 30kW×１箇所，徳島サイトでは平成 11 年に各附属学校

園の校舎・園舎屋上に 10kW×４箇所の太陽光発電設備を設置しています。令和３年度は、鳴門サイト

で 1.7％、徳島サイトで 5.2％，それぞれ電力使用量の削減に貢献しています。両サイトの発電量落ち

込みはパワーコンデショナー等の経年劣化です。 

○徳島サイト 

令和３年度の発電量は， 

26,996 kWh 

○徳島サイト 

令和３年度の電力使用量は， 

520,800 kWh 

目標値より，約 0.01%減▼ 

○鳴門サイト 

令和３年度の電力使用量は， 

2,302,912 kWh 

目標値より，約 21.2%減▼ 
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【●一斉休業による節電】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【●化石燃料の二酸化炭素排出量】 目標:平成 28～30 年度平均と比べ 1％以上削減 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

鳴門サイト LP ガスはほとんどが学生食堂用，ガソリンは公用車用，軽油はスポーツトラクター用，灯

油は入試の臨時暖房用です。徳島サイトの都市ガスはほとんどが GHP の冷暖房用，ガソリンは公用

車，軽油はスクールバス用，灯油は入試の臨時暖房用です。鳴門サイトは，前年度と同様に，コロナ

禍のため，食堂の休業や公用車移動が少なくなり減少しました。徳島サイトは，コロナ禍のため換気

しながら冷暖房を行ったので増加しました。 

○鳴門サイト 

令和３年度の節約電力量は， 

14,222kWh 

○徳島サイト 

令和３年度の節約電力量は， 

2,704 kWh 

本学では，平成 19 年度より，職員の心身の健康維持・増進、家庭生活の充実を図るとともに，この期

間全ての業務を休止して，管理的経費の節減目的として，全学一斉休業を実施しています。令和３年度

は，鳴門サイトは約 0.5％，徳島サイトは約 0.7％，電力使用量の削減に貢献しています。 

○徳島サイト 

令和３年度の電力使用量は， 

165.0 t-CO2 

目標値より，約 16.9%増▲ 

○鳴門サイト 

令和３年度の電力使用量は， 

15.3 t-CO2 

目標値より，約 35.2%減▼ 
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【●水使用量の削減】 目標:平成 28～30 年度平均と比べ 1％以上削減 

 水資源は上水のみです。利用者数等により，年度毎においての変動があります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【●紙購入量の削減】 目標:平成 28～30 年度平均と比べ 1％以上削減 

   

 

 

 

 

 

 

 

○鳴門サイト 

令和３年度の水使用量は，13,681 m3 

目標値より，約 30.2%減▼ 

○徳島サイト 

令和３年度のコピー用紙購入量は， 

5,592 kg 

目標値より，約 4.7%減▼ 

○鳴門サイト 

令和３年度のコピー用紙購入量は， 

12,677 kg 

目標値より，約 39.0%減▼ 

印刷時における両面印刷の推進，裏面の再利用，電子メールの活用によるペーパレス化等の取り組みや

鳴門サイトにおける遠隔教育の推進，リモート授業により，両サイト共，目標を達成することができま

した。 

○徳島サイト 

令和３年度の水使用量は，17,382 m3 

目標値より，約 13.5%減▼ 

手洗い時等の日常的な節水を推進しています。 

鳴門サイトは，前年度と同様に，コロナ禍で休講，食堂休業やプール利用減により、低い使用量となって

います。また，徳島サイトも目標を達成することができました。 
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【●一般廃棄物量の削減】 目標:平成 30 年度に比べ 1％以上削減 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【●化学物質の適正管理】 

 

 本学では，「国立大学法人鳴門教育大学毒物及び劇物取扱要項」において毒物等を適正に管理するため，

「毒物等管理担当者」及び「毒物等使用責任者」を配置しており，毒物等の使用状況を「毒物等使用簿」

により把握・管理しています。 

２年に一回毒物等保管庫鍵貸出簿への記録や毒物等の使用状況の把握など適正な管理が行われている

かを確認するため，財務課職員による実地検査を行っています。 

 

 

【●グリーン購入・調達の状況】 

 
 毎年度，グリーン購入法の規定に基づき，「国立大学法人鳴門教育大学における環境物品等の調達の 

推進を図るための方針」を定め，これに基づいて環境物品等の調達を推進しています。 

  

◇鳴門教育大学のグリーン購入の方針について 

https://www.naruto-u.ac.jp/_files/00162173/r3tyoutatu-housin.pdf 
 

 

 

 

 

○鳴門サイト 

令和３度の一般廃棄物量は，27 t 

目標値より，約±０% 

○徳島サイト 

令和３年度の一般廃棄物量は，19 t 

目標値より，約 9.5%減▼ 

グリーン購入調達実績（令和３年度） 

○鳴門サイト 全分野…１００％  

○徳島サイト 全分野…１００％ 

ごみの分別回収の徹底，古紙のリサイクルの推進等により一般廃棄物の削減に取り組んでいます。平成

30 年度より，計量方法が運搬車のトン数×台数から実重量に変更されたので平成 30 年度を基準とし

ました。評価は参考です。 
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７ 環境保全活動 
 

◆省エネルギー対策等について 

【エコアクション２１啓発活動】 

各棟掲示板及び各部屋に，「鳴門教育大学環境方針」，「2019 年度～2021 年度の環境目標及び環境

活動計画」を掲示しました。2019 年度から環境関連グラフを毎月掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも， 

1）エレベーター乗り場の呼びボタン横に，階段利用促進シールの貼付をしています。 

2）電源スイッチに節電シール 

3）手洗い場に節水シール 

4）ゴミ箱には分別できるようシールを貼っています。 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

◇ 環境関連グラフ掲示 

CO2 電力 水道 都市ガス LP ガス ガソリン 灯油 

軽油 紙 一般廃棄物 高島は電力 水道の棟別使用

◇ 環境目標及び環境活動計画掲示 

◇ 節電シール ◇ 節水シール 

◇ ごみ分別シール 

◇ 階段の利用促進 



14 
 

【省エネルギー対策】 

 
地球温暖化防止及び省エネルギーに資するため，夏季の軽装の励行，冷房期間・温度及び暖房期間・

温度について，全教職員に通知及び掲示を行っています。 

 

1）夏季の軽装（５月１日～10 月 31 日） 

公式行事への出席等やむを得ない場合を除き，原則とし

て軽装（ノーネクタイ・ノー上着）で執務するようにして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）冷暖房期間・温度 

 

冷房期間： 6 月 2１日～9 月 1７日 冷房温度：28℃ 

  

暖房期間：12 月 10 日～3 月 18 日 暖房温度：19℃ 

  

＊事務室，講義室，会議室等に冷房用・暖房用を両面にラミネート加工し掲示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3）全学一斉休業（8 月 1２日，8 月 1３日，12 月 28 日） 

また，本学に勤務する職員の心身の健康の維持・増進，家庭生活の充実を図り，地球温暖化防止 

及び省エネルギーに資することを目的として，全学一斉休業を実施しました。 
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８ 環境マインドを持った人材の育成 
 

本学の環境方針で挙げている「環境マインドを持った人材」とは，エコアクション２１の活動を通じ，

構成員が自ら主体的に学び，行動する人材のことです。このような人材育成に向けて，本学では下記の

ような取組を教育科目や活動を通じて行っています。 
 
 

【各種活動】 

 令和 3 年度新任職員研修 

 

コロナウイルス感染症の影響もあり，令和 2 年度は中止になった新任職員研修も２年ぶりに再開され，

令和３年度はコロナウイルス感染症対策で２会場で実施しました。 

令和２年度新任教職員も含め９０名に対し，本学では「エコアクション２１」の認証・登録を取得し，

環境負荷の低減・環境マインドの育成に向けた取組を推進していることについて説明を行いました。 

また，「鳴門教育大学環境方針」，「令和 3 年度環境目標および環境活動計画」について説明を行い，本

学の構成員の一員として，積極的な協力を呼びかけました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（令和 3 年 4 月 2 日：附属学校園 34 名） （令和 3 年 4 月 5 日：高島団地 56 名） 

 
 令和 3 年度入学式オリエンテーション（令和 3 年 4 月 6 日） 

 

新入生 326 名に対し，省エネ，省資源，廃棄物削減等に全構成員が取り組む「環境マネジメントシス

テム」の一つとして，「エコアクション２１」について概要説明を行いました。 

また，鳴門教育大学の構成員の一員として，１3 項目の「環境活動計画」への積極的な取組を呼びか

けました。 
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● 幼児のエコマインドを育む取り組み 

～コロナ禍における附属幼稚園の挑戦！～ 

 
 

（１）遊誘財研究や科学的思考力涵養カリキュラムで育むエコマインド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附属幼稚園では平成 16 年より，幼児を遊びに 

誘う魅力ある環境「遊誘財」の研究を進めてきまし

た。また，この研究をベースに幼小一貫の科学的思

考力涵養カリキュラムの編成と実践に努めてきま

した。 

 幼児には，木や草花などの植物をはじめとする自

然には，自分と同じように生命や心があると感じら

れる幼児期に特有のアニミズム的な感性がありま

す。本園での遊びや生活の中では，観察したり，比

べたり，関連付けたり，実験・検討したりする活動

が保障され，知的好奇心と科学的思考力のめばえが

促されています。エコな感性と持続可能な社会を創

造するための知性を共に育んでいくのが附属幼稚

園のエコマインド戦略です。 

 

 

（2）親子で学ぶ環境の「循環」と「自分たちのできること」 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のため，恒例の「親子で学ぼう！ エ

コアクション講演会」は開催できませんでしたが，感染状況が落ち着い

た１１月には年中組が「新町川ひょうたん島クルージング」で「親子遠

足 De エコ体験」を実施しました。 

 日頃より「このお水が流れていったら，川はどうなる？お魚は？」「そ

の先の海やそこに住むたくさんの生き物たちは？それをいただく私たち

はどうなるの？」という水の循環や水を使って絵を描いたり食器を洗っ

たりする自分たちの責任について保育者たちと話し合っている幼児たち

です。 
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すぐそばを流れる助任川から乗船すると幼稚園から流れ出た水のような気分でクルージングを楽しみま

した。 

 「あっ。お魚」「カモメさんが飛んできた」「附属小学校が見える」「あっ。橋の下とおるよ。頭下げて

ー」などと幼児たちは身に目に映るモノをつぎつぎに言葉にします。大人たちは幼児たちの観察力と鋭

い言葉にはっとさせられます。「あれー。ペットボトル流れてるー」「えー。もー（怒り）。先生とってー

（ちょっと無理ゴメン）」 

 保護者の皆さんも口々に「本当にお魚が泳いでいます」「水がきれいですね」「風が気持ちいいです」「徳

島っていいところですね」「コロナで諦めていたのに，親子遠足に行けてうれしいです」「子どもって，

本当にいろんなところ見ているんですね。ちょっと怖い。気をつけます」等々と感想を述べていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）幼稚園から家庭へ，そして地域へ 

 

 

 

 親子で一緒に活動することで実感することは多くありま

す。また，それを家庭に持ち帰って話題にすることで，幼

稚園で育んでいるエコマインドが地味ではありますが，確

実にじわっと広がっていきます。 

 下船すると，水際公園にてお弁当をいただきました。黙

食と小さなゴミも持ち帰るマナーはしっかりと定着してい

ました。附属幼稚園は地域社会の一員として，本学の進め

るエコアクション２１の素晴らしい理念と持続可能な社会

の実現のための小さな行動を発信しています。 

 今回，お世話になった NPO 法人「新町川を守る会」の皆

さんと連携し，「とくしままちなか花ロード Project」に参

加して，徳島の中心市街地の緑地化を進める活動を行って

います。「西ノ丸橋★子ども美術館」の展示にも参加してい

ます。是非ご覧ください 
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● 令和 3 年度エコアクション２１内部監査実施（令和 3 年９月 8 日～１０月 7 日） 

 

 

 

 

環境経営システム全体の状況を中立的立場か

ら監査し，取組状況の確認及び評価を客観的に実

施することを目的とし，「国立大学法人鳴門教育

大学環境マネジメントマニュアル」に基づき内部

監査を実施しています。                                      

 

 

 

 

令和3年度は，前年度までに内部監査員養成研修を

受講した人材の中から決定された監査員6名により，

１０部門（鳴門サイト７部門・徳島サイト２部門・エ

コアクション２１事務局）に対して内部監査を実施し

ました。 

 

 

 

 

 

本学の環境経営システムが，ガイドラインで規定

する要求事項に適合しているか，また組織が定めら

れたルールに適合しているか，環境目標が達成され

ているか，環境活動計画が適切に実施され環境への

取組及びシステムが継続的に改善されているか等を

監査しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 リユースプラザの実施（Web 上の物品再利用システム） 

 

平成 30 年 3 月から，Web 上に「リユースプラザ」というサイトを設け

ました。譲りたい物品・消耗品が発生した部署や譲って欲しい物品・消耗品

が発生した部署はリユースリストに登録してリユース物品をやりとりして

います。 
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【環境教育・研究】 

 大学における環境関連科目 

区
分 

科目 担当教員 内容  

自
然
環
境
に
関
わ
る
科
目 

科学と環境 

武田 清 

工藤慎一 

田村和之 

科学史から出発して，科学というものがどのようなものであるか，さらに環境を理解

するのに必要となる基礎的内容を理解することを目的とする。授業では，近代的科

学論の紹介に加えて，現実の環境問題も取り上げることで，教育者に必要であろう

自然科学観と，広範な社会的問題に対する合理的判断をのありかたを養成するこ

とを目標とする。 

学部 

生活A 
田岡佳美 

（嘱託講師） 

学習指導要領及び生活解説書の目標や内容に基づき，生活科の理念や授業づく

りのポイント，評価のあり方や教師の役割について実践事例を踏まえながらその

理解を図る。 

学部 

生活B 
田岡佳美 

(嘱託講師) 
同上。 学部 

衣生活学 福井典代 
洗濯に関する基礎的な知識を習得するとともに，合理的で科学的に洗濯を実践す

る能力を養うことを目的とする。洗濯による環境問題にも触れる。 
学部 

運動方法Ⅵ 
南隆尚 

松井敦典 

野外運動は人間が環境への配慮の体感できると共に自由時間を有意義に過ごす

ために考えだされた遊びである。また学習指導要領において小学生で自然体験活

動が取り扱われている。安全かつ自由で多方面に自然の中で逞しく楽しく過ごす思

考と技術・指導法の習得を目的とする。 

学部 

栽培（実習を含む） 米延仁志 
作物の播種・定植から収穫までの生産に係る管理技術を習得し，栽培環境や植物

生理から科学的に植物の生育を理解する。 
学部 

社
会
環
境
に
関
わ
る
科
目 

衛生学・公衆衛生学Ⅰ 
宮本賢作 

（嘱託講師） 

衛生学および公衆衛生学の基礎的知識を習得するとともに，健康に関する最新事

情を教材として，中学生に教えるという観点で説明する力を養う。 

また中学校保健体育科保健分野の内容を中心に，個人の健康（衛生学）及び集団

の健康（公衆衛生学）について学習する。 

学部 

衛生学・公衆衛生学Ⅱ 
宮本賢作 

（嘱託講師） 
同上。 学部 

住生活学 金貞均 

授業を通して，①今日の住生活や住環境を取り巻く状況や問題点を理解し説明で

きる，②問題解決のために客観的で科学的な対応ができる，③身近な住空間と住

生活の改善・向上のための実践的態度や能力を身につけることを到達目標とす

る。   

学部 

地誌学概論 立岡裕士  

地誌学的思考法の基本を修得させることを目的とし，「環境」概念を理解すること。

環境決定論の問題点を理解すること。「地域」概念を理解すること。「地域」による

差異の認識の方法について理解することを目標としている。 

学部 

国際教育演習 
小澤大成 

石村雅雄 

国際教育の枠組みとアプローチについて概観したのち，地球的な課題である「環

境」，「開発」，「安全」及び「グローバル社会」について文献購読を踏まえ教材を開

発し模擬授業を実施・検討する。  

講義のテーマは，国際教育の実践に必要な手法について地球的な課題を対象とし

て文献購読，教材開発及び模擬授業の実施と検討を通じて理解することである。

到達目標は国際教育の実践に必要な資質を身につけることである。 

大学院 

自然科学教育（理科）

の内容構成演習B 

胸組虎胤 

寺島幸生 

佐藤勝幸 

福地里菜 

理科における教科の内容をその背景となる学問を基盤に深く理解し, それを体系

づけて構成する能力を高めるために，主に生物学，地学に関する学問知とその歴

史的発展を振り返り，人類がどのように自然を認識・理解し, 科学を発展させてき

たのかなどについて学ぶ。また, 地球温暖化, 災害, 遺伝子治療など, 現代的な

諸課題について議論することにより, 教科内容の理解を深めることを目指す。受講

生の主体的，協同的な学びを取り入れた演習形式の展開を行う。 

(1)理科の学習内容をその背景となる生物学・地学を基盤に理解し，児童・生徒が

理解しにくい事柄や誤認識しやすい概念を見いだし検討する。 

(2)背景となる生物学・地学を基盤とし，教科書の学習内容の習得やこれから求め

られる科学的力量を育成できる授業実践を模索することができる。                   

(3)現代的な諸課題の論点を整理できるようにする。 

 （授業計画に以下の内容を含む） 

大学院 
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区
分 

科目 担当教員 内容  

第 ３ 回： 生命が置かれた環境がどのように生まれたかについて発表させ議論す

る。 

第 ５ 回： 生命の変遷と環境のかかわりについて発表させ議論する。 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
科
目 

環境と文化 田村和之 

環境を構成する様々な要因（自然要因，人的・社会的要因等）間相互の関係性お

よびそれらの基礎的事項について，その成果を「人間と環境 I，II」へと発展的に活

かすことを目標としつつ講義を行なうとともに，現代社会の様々な議論を通して考

究する。  

環境を主題としたプログラムの構築，カリキュラムの構築，活動内容の企画・構想

および教材の開発等をおこなうため，人類と環境の様々な関係についての複眼

的・総合的な観点から理解することを目的とし，環境を柱とする様々なレベルでの

実践的カリキュラムを構築するための基礎知識を多方面から吸収し，その知識を

生きた知識へと導くための基礎が構築されることを到達目標とする。 

大学院 

人間と環境Ⅰ 田村和之 

環境教育における基本的な理念を学習し，身近な伝統文化・伝統工芸品・自然や

施設などを学習活動の教材としてどのように使用することができるかについて発表

や討論を通して検証する。さらに，環境と何らかの関わりを持ちながら生きている

人々の社会的な活動やくらしなどについて，環境を主題とする学習活動のための

教材として具備されるべき特性及びそれらの有効な活用について考える。 

環境学習プログラムにおける教材研究を通して，児童・生徒から社会人など年齢を

問わない人たちに自らと様々な環境との関係性を認識させるための教材の開発に

ついて探求することを目的とし，人間とそれをとりまく環境との関係性を認識できる

教材を探り，その方向性を見出すことを到達目標とする。 

大学院 

人間と環境Ⅱ 田村和之 

有効な環境学習プログラムの基本的な理念，教材開発における成果をもとにした

教材の，学習活動における効果的な活用，国内外でこれまで実践されてきた環境

教育の事例についての研究および授業者の受講生に対する支援や評価のあり方

などの文献を参考にしながら「環境を主題とする学習プログラム」の学習活動あり

方を探る。環境学習における活動事例を通して自分自身と環境との関係性を意識

化させるための学習活動プログラムの開発を検討することを目的とし，環境教育教

材開発に関する事例を扱った文献を通して，環境を主題とする総合学習の授業の

あり方を見いだすことを到達目標とする。 

大学院 
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 大学における環境関連研究 

教員名 研究内容 

米延仁志 

地球環境の変動を正確に把握するためには,気候復元地点の空間密度の向上が重要である。とりわけ,中南米の熱帯域で

はこれまで年輪気候学研究がなされておらず,それ故,核実験起源の 14C 濃度(14C Bomb シリーズ)の空白地帯となっている。

後者は, 14C 年代測定の 精度向上に重要な役割を果たす。本研究では,両者の課題を解決することを目的とする。中南米の

南北熱帯収束帯に着目し, グアテマラ南 部, ペルー北部での海外学術調査を実施して,樹木年輪試料を収集する。本年度

は, グアテマラ低地南部で樹木年輪試料を採取した。また グアテマラ高地,及びペルー中部山岳地域で採取した試料の組

織構造の分析と年輪解析を実施した。ペルー産樹木年輪試料では良好なクロスデーティングの結果が得られ,年輪年代学

的に有用な樹種であることが判明した。さらに現地周辺の気象データとグリッド気温データの収集とクォリティーチェックを実

施し,年輪気候学的解析に備えた。グアテマラ産試料では,近年の降水量の増加に伴い,偽年輪の形成頻度が増加し，年輪

年代の確定が困難な樹種であることがわかった。その ため,核実験起源 14C のアノマリーを併用して,年代の確定を進めるこ

ととした。これらの 14C Bomb シリーズ構築のための 14C 濃度 測定,及び炭素,酸素安定同位体測定試料の調製を進めた。 

なお,本研究の調査・試料収集ではグアテマラの若手研究者との国際共同研究を実施し，日本に招聘し,調査現地でのさら

なる試料収集と 現地への成果還元の方途について協議した。 

早藤幸隆 

本研究は，学校，教育委員会，地域の関係機関や科学者・技術者等の専門家と連携しながら，理数・技術領域に意欲と才

能を有する中学生（小学５・６年生を含む）を対象に，３段階のステップアップ教育プログラムによる次世代科学・技術者の才

能育成プログラムと指導法の開発を目指した活動を展開し，その実践的評価を目的とした。また，人材・組織も含め限られ

た地域の教育資源を効率良く活用し，個に応じた体系的な教育プログラムを継続的に実施する教育連携システムの開発を

目的とした。（１）受講生の募集・選抜の成果：教育委員会，小・中学校の理数科教員，地域の関係機関・団体の協力の下，

募集・選抜方法を計画・実施し，第１期受講生２７名，第２期受講生３４名，第３期受講生４０名を選抜した。（２）ステップアッ

プ教育プログラムの構築；①スタンダードコース（ステップ１）の開設講座：関係機関の教員と連携し，化学・生物・地学・宇宙

物理），数学，技術・情報，脳科学，基礎科学領域をカバーしたスタンダードコース（10 回）を実施した。②プレマスターコース

（ステップ２）の開設講座：鳴門教育大学 科学・技術者の発掘・養成講座の運営委員会により，第１期受講生２７名，第２期

受講生３４名を選抜し，プレマスターコース及びマスターコース（ステップ３）を実施した。③プレマスターコース及びマスター

コースにおける研究成果発表会の実施：研究指導教員・チューター学生・運営委員会委員・外部評価委員会委員及び保護

者の参加による研究成果発表会を実施した。（３）地域の教育連携システムの構築；効果的な実施体制の構築を目指して，

教育委員会，大学教員，学校教員及び地域の関係機関や科学者・技術者等の専門家から構成される「鳴門教育大学 科

学・技術者の発掘・養成講座」運営委員会を設立した。（４）才能育成プログラムにおける実践的評価；受講生に同一項目で

行う３課題６項目からなる「評価シート」を作成し，受講生の意欲・能力の伸長状況を受講者の自己評価，TA 評価及び教員

評価により調査した。各調査項目における評価の分析は，一元配置分散分析により，定量的な評価を実施し，F 境界値（小

学生 3.109，中学生 3.204）及び p<.05 により検証した結果，小学生の創造的能力を除いて，評価差には，有意差がない事が

認められ，概ね本評価の設定と方法は，妥当性が高い事が確認された。 

町田哲 

本研究の目的は、列島日本の山里地域を素材に、近世日本の森林資源をとりまく生業と流通の構造について、①山里にお

ける所有と生業の実態、②森林資源をめぐる藩の支配関係、③〈山里―流域―都市〉を結ぶ森林資源の流通構造という 3

つの地域史的視角から解明することである 。   

 特徴の第１は、多様な森林資源を利用・管理してきた社会的諸関係を構造的に把握し、第２に、森林資源の維持・収奪を

めぐる地域社会の変化を、1 8-19 世紀における支配構造・市場構造との関連の中で解明する点にある。そのため本研究の

第３の特徴は、列島社会の山里とその生業が多様な展開を持っていた点を重視し、近世において特徴をもった以下の 4 地

域を選定している点にある。Ａ焼畑耕作など多様な生業から「林業地帯」へと変貌した阿波・木頭地域、Ｂ巨大都市江戸へ

の薪炭供給地であった房総・養老川流域、Ｃ列島各地への有数な材木供給地であった南信濃・天竜川中流域、Ｄ藩の専売

制の中で、西日本有数の紙生産地となった周防・山代地域である。これらから、列島日本における山里の多様な歴史的展

開を比較類型論的に把握する。 そして、自然と人間との歴史的展開を、社会的諸関係を介して理解する新たな方法論を開

拓し、かつ林業史・山村史・地域史の３研究分野を統合した新しい地平をめざし、研究状況の飛躍的な発展を目指してい

る。 

 研究領域は、(1）コア地域（ＡＢＣＤ）の調査研究、（2）山里の地域史研究会、（3）学界・社会への成果還元の 3 つによって

構成されている。このうち（1）については地道な調査研究を着実に進め、各地域の山の用益と地域構造について解明する

糸口を見いだすことができた。（2）についても山里の地域史研究会を年５回実施して、調査研究の成果共有を図った。おな

じ山里でも、山の用益内容は、焼畑中心、刈敷・秣、薪炭、石炭等各地域によって多様である。一方で、そうした多様性・差

異と同時に、それを利用した人々の社会的関係の各地域固有のあり方を浮き彫りにできつつある。今後さらに検討を進め、

成果を発表できるよう心がけたい。 

 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 大学における環境関連研究・取組の紹介 
 
 
 
 

 

 

修士課程の授業「国際教育演習」や免許更新講習などで実施した，「ザンビア農村部の子どもたちと考

える環境への取組」について紹介する。この取組は，我々が作成に関与し，環境省(2015)「地域版 ESD

環境教育プログラムガイドブックに掲載されている「暮らしの中の水を見つめ直そう」を基に，「SDG

ｓ６安全な水とトイレを世界中に」に関連させたものである。目標は，①日本から遠く離れたアフリカ

の現状を知り，体験を通して関心を持つこと②自分の暮らしを見つめ直し，「水」の大切さを再認識する

ことである。 このプログラムでは，以下に示す，３つの活動を実施した。活動１では，アフリカ地域に

対し各自が事前にもっているイメージを基にアフリカ地域の写真を選択させ，実際の結果と比較するこ

とで日本から遠く離れたアフリカに対する固定的イメージに気付かせた。活動 2 では，ザンビアについ

て，特に都市部と農村部の相違点について紹介した。そして，ザンビアの農村部の子どもたちが「水と

の関わり」をテーマにイラストを描いているので，それと比較するために自分たちと水との関わりをテ

ーマにしたイラストを各自が描かせ，どのような水の利用を行っているのかをグループで共有した。活

動３では，ザンビアの子どもたちのイラストを解釈するのに必要な情報として農村部の写真を見せた後，

イラストが表している内容について解釈させた。まとめでは，ザンビアの子どもたちは，水を運ぶこと

で家族を助けていること，そしてもし日本の家庭の平均的水使用量を満たすのに必要な運搬時間を考え

させ，自分の暮らしを見つめなおすきっかけとした。 

 
 

 

  
 

 

 

 

「SDGs 6 安全な水とトイレを世界中に」に関連した国際理解教育の取組 

グローバル教育コース 小澤大成 教授 
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レーザー加工機による刻字（徳島県立池田高等学校三好校） 

 
 
 
 
 
 

鳴門教育大学大学院 教育探究総合コースで環境に関する授業を行なっている教員として様々なとこ

ろで環境に関する活動を行なっている。例えば、2021 年度は UNESCO からの初等教育学校における

理数科の副教材開発に関する受託事業において、ESD の専門家として副教材開発の助言・指導を行なっ

た。また、日本の小学校（２校）や高等学校と現地の教育省を Zoom で繋ぎ、日本の学校の様子や ESD

に関する取り組みを紹介した。日本の小学校では授業の様子を見学してもらい、教職員と ESD に関する

意見交換を行い、高校ではユネスコ部の ESD に関する活動を紹介してもらい交流を行なった。 

また、2021 年度から始まった「モザンビーク国新しい学校制度に対応したカリキュラム普及プロジ

ェクト」においても ESD の専門家として理科教育の中でどのように ESD や SDGs を取り入れていけば

いいのかを現地教育省の理科教育担当者にオンライン研修時に講義を行なった。 

他にも、大学で ESD に関連する授業の担当教員として、徳島県教育委員会において「とくしま GX ス

クール（2021 年度までは「新 学校版環境 ISO」）」運営委員会の委員長となっている。この委員会は、

徳島県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の環境活動についてその活動内容を確認し、助言・

指導を行なっている。年度末には環境学習フォーラム（徳島県教育委員会とエコみらいとくしまの共同

開催）がおこなわれ、新規申請した学校等がそれぞれ特徴的な環境活動を紹介している。現在、県内の

約 90%の学校が認証を受けており、今後は登録率 100%を目指しながら、各学校がそれぞれの特徴を

活かした環境活動を実践していくことが期待されている。 

 

 

『ESD 担当教員としての活動：国際協力から県内活動の促進まで』 

教育探究総合コース 田村和之 准教授 
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 附属幼稚園における環境教育取組状況 
テーマ 年齢 活動 

○植物・動物とかかわる中で，そ

の不思議さや美しさややさしさを

感じとる。 

3 歳児・4 歳児・5 歳児 
草花を使っての遊び・園外保育・飼育

栽培活動など 

○自然の中で遊ぶ楽しさを味わ

いながら，科学的思考力を促

す。 

3 歳児・4 歳児 
鳴門教育大学多目的広場での自然体

験プロジェクト 

○私たちの川を大切に 4 歳児 
NPO「新町川を守る会」に協力し，助

任川西の丸橋に掲示するアート作成 

○自然の大きさと優しさを体感す

る。 
3 歳児・4 歳児・5 歳児 

身近な自然環境の中での親子遠足 

ひょうたん島クルージングで川や水に

親しむ 

大自然を味わいながら眉山登山に挑

戦 

 
 

◇ 「自然に触れ、対話することで深まる、環境への親しみや理解」 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「遊誘財」とは？ 

（鳴門教育大学附属幼稚園が作成した右記資料より抜粋） 

 
子どもたちが興味関心をもって惹き付けられ，

様々に感じ，気付き，夢中になって遊び込み，その

ものの本質やおもしろさに迫り，その中から豊かな

感情や多様な学びが得られる，そのような，子ども

たちを遊びに誘う「環境」を，私どもは「遊誘財」

と命名した。単なる素材や教材の「材」ではなく，

宝としての「財」である。 
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 附属小学校における環境教育取組状況 

テーマ 学年 教科 時間 

○ そだてよう あさがお！ 

種からあさがおを育て大切に世話をする中で，命の大切さたくまし

さについて気づく。 

1 
生活科   

学級活動 
１０／１０２ 

○ もりもり食べよう。 

栄養教諭の先生のお話を聞いたり，一緒に給食を食べたりすること

により，食の大切さを考え，残食を減らす取り組みを行う。 

1 
生活科   

学級活動 
１／１０２ 

○ たんぽぽはかせになろう 

たんぽぽの仕組みに関する説明文を読む活動を通して，命の大切

さやたくましさについて気づく。 

2 国語科 １２／３１５ 

○ ぐんぐんそだて 

自分の選んだ野菜を大切に育て，調理して食べることにより命や食

の大切さに気づく。 

2 生活科 １４／１０５ 

○ 生きもの はかせになろう 

地域に生息する生きものを飼育する活動を通して，生きものを取り

巻く環境や生命の大切さについての気付きを深める。 

2 生活科 １０／１０５ 

○ かいちゅうでんとうを作ろう 

懐中電灯を実際に作る活動を通して，生活に不可欠な電気の大切

さについて考えを深める。 

3 理科 ８／１０５ 

○ 徳島市たんけん隊 

学校周辺，城山等を探検するとともに，自然や地域の様子を観察

し，人々の生活と環境についての気付きを深める。 

3 

生活科 

理科 

社会科 

２０／１６０ 

○ ごみはどこから 

ふだん何気なく捨てているごみの分別や収集について学ぶことで，

地域の人々や地方公共団体の環境を守る努力について考えを深め

る。 

4 社会科 １２／１０５ 

○ 水のゆくえ 

水道栓をひねると出てくる水はどこからどのように流れてきている

のか学ぶなかで，美しい水を守る努力について考える。また，工場

や家庭などから出る排水が環境に与える影響について学ぶ。 

4 社会科 １２／１０５ 

○ 大切な水 

淀川水系の環境やラムサール条約について学ぶ中で，身の回りの

環境について考える。 

5 社会科 ５／１０５ 

○ 環境問題について考えよう 

日本の自然や地球規模の環境問題について学び，地球をどのよう

に守っていくか考える。 

5 社会科 ３／１０５ 

○ かたづけよう身の回りのもの 

身の回りの整理整頓のしかたや，不要品の再使用，再利用につい

て工夫する方法を学び，環境を考えた生活の仕方について考える。 

5 家庭科 ３／６０ 

○ クリーン大作戦 

住まい方に関心を持ち，工夫をして掃除ができる方法について学ん

だ。校舎内の汚れ（廊下，階段，手洗い場，トイレ，給食時の配膳

台，特別教室の机・イスなど）の掃除の仕方・工夫について考え，一

部実践する。 

6 家庭科 ２／５５ 
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そだてよう あさがお！ 

附属小学校１年 

テーマ 学年 教科 時間 

○ 暑い季節を快適に 

暑い季節の住まい方や着方の工夫を考え，暑さを防ぎ，快適に過ごすに

はどうすれば良いかを考える。身近な衣服について調べ，季節に合った

衣服について考える。快適に過ごすために，児童が普段使っているもの

（制服のネクタイ・襟，ハンカチ，トレーニング帽子，など）について手洗い

の有効性を調べ，適切な洗い方や洗剤量について考える。 

6 家庭科 ４／５５ 

○ 命のつながり 

第 1 章～炎と空気～第 2 章～植物～第 3 章～ヒト～第 4 章～水～

第 5 章～月と太陽～第 6 章～大地～第 7 章～エネルギー～                                                             

「ヒトと環境とのつながり」を大きなテーマとし，生物としてのヒトの生

活と環境を相互に関係付けながら自然事象を捉える。全単元の終

末に，地球に生きる生物として，持続可能な社会の構築という観点

から，どのように自然事象と向き合うべきか，それぞれの考えをつく

っていく。  

6 理科 １４／１０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附属中学校における環境教育取組状況 

テーマ 学年 教科 時間 

○ 幻の魚は生きていた 
クニマスが絶滅した経緯を知り，人間の活動が生物に与える影響に
ついて学習する。  

1 国語科 ３／１４０ 

○ モアイは語る -地球の未来- 
イースター島の文明崩壊の過程を読み，日本や地球全体にも視野
を広げ，有限の資源を効率的・長期的に利用するために必要なこと
を考える。 

2 国語科 ５／１４０ 

○ リオ 伝説のスピーチ 
地球サミットで行われたセヴァン・スズキさんのスピーチ原稿を読
み，地球環境を守るために自分たちでできることを考える。 

3 国語科 ４／１０５ 

○ アマゾンの熱帯雨林 
森林伐採等による，地球温暖化やアマゾンの砂漠化について学習
する。 

1 社会科 ３／１０５ 

○ 日本の資源・エネルギーと電力 
世界的な視野から日本の資源・エネルギーの生産や消費の現状を
理解するとともに，日本の資源・エネルギーに関する特色を大観しな
がら，環境や持続可能性から，我が国のあるべき電力構成を考察す
る。 

2 社会科 ２／１０５ 
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テーマ 学年 教科 時間 

○ 九州地方 
北九州の工業が水俣病の発生を教訓にし，環境にどのように配慮し
工業を発展させたのかについて学ぶ。 

2 社会科 １／１０５ 

○ ラムサール条約 
琵琶湖の環境やラムサール条約について学ぶ。 

2 社会科 ２／１０５ 

○ 近畿地方 
環境保全の視点を中心に，自然・産業・人々の暮らしを考察する。 

2 社会科 ５／１０５ 

○ 近代日本を支えた糸と鉄 
明治時代における重工業の発展には，足尾銅山鉱毒事件をはじめ
とする公害という社会問題があったことについて学ぶ。 

2 社会科 １／１０５ 

○ 環境問題への取組 
環境を守るためにはどのような経済活動が必要なのかについて，多
面的・多角的に考察する。 

3 社会科 １／１４０ 

○ 地球の環境 
地球の環境をグローバルな視点から考え，話し合う。 

3 社会科 ４／１４０ 

○ 高度経済成長の光と影 
高度経済成長期に公害が発生した背景や原因をとらえ，改善や解
決に向けての政府の対応や制定された法律について学ぶ。 

3 社会科 １／１４０ 

○ プラスチックの性質 
物質を分類する中でプラスチックの性質に触れ，自然界では分解し
ない物質であることを学習する。 

1 理科 ４／１０５ 

○ 酸・アルカリと中和 
酸やアルカリの水溶液を安全に廃棄するには，どのようにすればよ
いのか，また，なぜそれが必要なのかについて学ぶ。 

3 理科 １／１４０ 

○ エネルギー資源とその利用 
生活を支えるエネルギーの種類とその特徴について学び，新しい発
電方法等についても学習する。 

3 理科 ２／１４０ 

○ 自然界のつり合い 
さまざまな生物は，生態系の中で互いにどのように関わっているの
かを学習する。 

3 理科 １／１４０ 

○ 身近な自然環境 
マツの気孔の観察を通して，空気中の汚れや排ガス問題について
学習する。 

3 理科 １／１４０ 

○ 人間と環境 
人間の活動による自然環境への影響には，どのような影響が生じる
ようになったのかを考える。 

3 理科 １／１４０ 

○ 自然が人間の生活に及ぼす影響 
人間は，自然からどのような影響を受けながら生活しているのかを
学習する。 

3 理科 １／１４０ 

○ 科学技術と人間 
科学技術はどのように発展し，私たちの生活に何をもたらしているの
かを学習する。 

3 理科 １／１４０ 

○ 科学技術の利用と環境保全 
今後も自然と人間が共存し続けていくためには，どのようなことが必
要かを学習する。 

3 理科 １／１４０ 

○ 空気，水の役割と飲料水，生活排水，ゴミの処理，環境の汚染と保
全等の学習内容から，環境と自己の生活がどのように関わっている
かを考える。 

２ 保健体育 ６／１０５ 

○ プラスチックの性質と利用 
プラスチックの性質とリサイクル技術を学習する。 

１ 技術分野 ２／３５ 
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テーマ 学年 教科 時間 

○ エネルギーの問題を解決する技術 
エネルギーを取り巻く問題を知り，現在の新しいエネルギーを節約
する技術を学習する。 

2 技術分野 ２／３５ 

○ よりよい衣生活を目指して 
資源・環境と衣服，資源の有効活用のためになどについて学び，
自分たちの衣生活からできることを考える。着ていない衣服の有
効活用について考え，リメイク方法などを考える。 

1 家庭分野 ５／３５ 

○ よりよい住生活を目指して 
住む人が主人公，住まいと地球，環境に配慮した住生活などについ
て学び，自分たちの住生活からできることを考える。 

1 家庭分野 １／３５ 

○ よりよい食生活を目指して 
食品の安全，食糧自給率問題，輸送とエネルギー問題，食生活とゴ
ミなどについて学び，自分たちの食生活からできることを考える。 

2 家庭分野 ３／３５ 

○ 実践！私のエコアクションプラン 
持続可能な社会の構築のために，環境に配慮した消費生活につい
て工夫し，実践できるようにする。 

3 家庭分野 ２／１７．５ 

○ Think Globally , Act Locally 
世界的問題や地域の問題について，現状や自分の思いを多くの人
に知ってもらうためのポスターをつくる。 

１ 英語 ６／１４０ 

○ Pictures and Our Beautiful Planet 
  アラスカで進む自然破壊の現状と地球温暖化が人類に及ぼす影響

について学習する。 
2 英語 ６／１４０ 

○ Animals on the Red List 
世界の絶滅の恐れのある動物について知り，自分たちのできること
を考える。 

3 英語 ８／１４０ 

○ Think Globally , Act Locally 
さまざまな環境問題を身近な問題としてとらえ，学習した知識を生か
して自分にできることを考える。また，ＳＤＧｓについて学習する。 

1 総合 １０／５０ 

○ 徳島未来構想 
徳島の現状を調べ，そこから１５年後の徳島の環境に関する問題に
ついての提言を行う。 

3 総合 １５／７０ 

◇ 生徒会活動として，ペットボトルキャップやリングプルの回収をしています。また，図書室に環境に

関する図書を集めたコーナーを作ったり，校舎に節電や節水を呼びかける掲示をしたりして，啓発に努

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 教科や総合的な学習の時間の学びと環境教育を関連させ, 

学校の教育活動全体を通した取り組みを進めています。  
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 附属特別支援学校における環境教育取組状況 

学部・学年 教 科 等 指 導 内 容 

小学部

(全) 

日常生活の指導 

○ 燃やせるゴミ，燃やせないゴミを意識して，ゴミ箱に分けて入れる習

慣を身につける。 

○ 手洗い，歯磨きの仕方を身につけるとともに，節水を意識して，水を

大切にする習慣を身につける。 

○ 教室等の電灯やエアコンを係活動として消灯することで，電気の無駄

遣いをしない習慣を身に付ける。 

生活単元学習 
○ 野菜・草花の栽培をとおして，植物の生長における水の大切さを知る

とともに，野菜が食生活に欠かせない物であることを知る。 

遊びの指導 
○ 中庭での遊びをとおして，季節の変化や草木の生長，昆虫の存在な

どに気付き，自然に親しみを感じるとともに環境教育の基盤を培う。 

中学部

(全) 

日常生活の指導 

○ 可燃ゴミ，不燃ゴミのマークをゴミ箱に貼り付け，紙，プラスチック，発

泡スチロール，ビニール，木材等の名称を知るとともに，燃やせるゴ

ミ，燃やせないゴミに分別してゴミ捨てをする習慣を身につける。 

○ 水道水，電灯，エアコン等の資源の大切さを知り，人のいないときは

消灯，省エネを通じて環境を意識した生活をする。 

生活単元学習 

○ 地域の環境の美化に貢献しよう 

ポイ捨て等が環境に与える学習をするとともに，学校周辺の清掃活動

をする。 

○ 野菜を栽培しよう 

野菜の成長の学習をするとともに，つる性植物（きゅうり）や木立性植

物（トマト）による遮光効果の学習をする。 

作業学習 

○ 紙工班（牛乳パックの再利用による紙漉作品の制作） 

○ 木工班（木工会社の端材を利用した木工作品の制作） 

○ 空き缶やペットボトルの分別等に関する実習 

職業・家庭 
○ 快適な住まい 

部屋の換気，採光，照明，冷暖房機等の必要性について考える。 

高等部

（全） 

日常生活の指導 

○ 燃やせるゴミ，燃やせないゴミ，ダンボール，資源ゴミ（空き缶・シュレ

ッダーゴミ）を分別・整理することで，将来の生活を意識した正しい処理

の仕方を身につける。 

生活単元学習 

○ 野菜を栽培しよう 

野菜の成長の学習をするとともに，つる性植物（きゅうり）や木立性植

物（トマト）による遮光効果の学習をする。収穫後の野菜ゴミを生ゴミ処

理機により堆肥として再利用する。 

家  庭 

○ SDG’S について学び，快適な住まい部屋の換気，採光，照明，冷暖

房機等の仕方を知り，エコを意識した健康な住まい方を工夫する。 

○ 消費生活 

容器の使用自体を減らしたり，３R から４R，５R について意識できたり

するよう，卒業後の生活を意識した学習に取り組む。 

作業学習 
○ 紙工班（牛乳パックの再利用による紙漉作品の制作） 

○ 木工班（木工会社の端材を利用した木工作品の制作） 

就業体験（産業現場

等における実習） 
○ 吉野川河川敷の清掃活動や古本のリサイクル活動に取り組む。 
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小学部（日常生活の指導） 

手洗い・歯磨きの指導は［生活科］の内容である基

本的生活習慣の知識や技能を身につけるとともに，

水や電気などの貴重な資源を無駄遣いしないことも

学びます。 

 

小学部（遊びの指導） 

［生活科］の内容である「生命・自然」に関し

て，身近な自然の中で遊ぶこと，身近に生息す

る小動物や草花を探したり触れたりすること，

四季の特徴や天気の移り変わりに気付くことを

目指します。小学部の中庭で遊ぶ体験を通して，

自然や植物への親しみや関心も学びます。 

中学部（作業学習） 

紙工班では，牛乳パックから再生し，紙す

き作品を制作します。資源を有効に再利用

するとともに，芸術作品として付加価値を

つけ作品展示や即売につなげます。 

中学部（生活単元学習） 

吉野川河川敷の清掃活動として，ゴミ拾いを行

います。拾ったゴミは，燃やせるゴミ，燃やせな

いごみ等に分類し，適切な処理の仕方を学びます。 

高等部（生活単元学習・就業

体験） 

野菜栽培後の茎や根を生

ゴミ処理機に入れ，堆肥とし

て再利用しています。 

また，リサイクルボックス

を設置し，古本を集め，リサ

イクル図書として団体に寄

付しています。 
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【環境関連の地域・社会貢献の取組状況】 

    
 本の交換コーナー「よみがえる」 

 
附属図書館を利用する利用者同士が本を交換できるコーナーを設けることで，不要となった本の 

再利用により環境問題に貢献します。 

 

 
 

 利用者が自由に本を置き，持って行くコーナーです。 

 

       

 
 
 
 
 図書館から出た不要本も「よみがえる」に置きますので， 

 是非ご活用ください。 

 
 
 

附属図書館エントランスホール 
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９ 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反，訴訟等の有無 

 

（１）法遵守で安心・安全なキャンパス 
本学は，環境管理責任者が中心となり，令和 3 年度の遵守評価を行い，問題ないことを確認するこ

とができました。法遵守の実態からキャンパスでの安心・安全な環境下で教育活動が持続できていま

す。また，過去 9 年間，利害関係者からの苦情，訴訟は 1 件もありませんでした。 

 

（２）適用する環境関連法規の遵守状況 
活動に関係して適用する環境関連法規の遵守評価を以下に示します。最終，環境管理担当者が遵守

の評価を行います。 

環境管理担当者：令和４年 3 月 31 日 

環境関連法規類 
遵守評価 令和４年 3 月 評価 

監視及び測定 担当 ○× 

1 毒物及び劇物取締法 特定薬品関係管理状態 財務課 ○ 

2 労働安全衛生法 産業医・安全・衛生管理者等 総務課 ○ 

3 消防法 
危険物管理 

消防用設備 

財務課 

施設課 
○ 

4 廃棄物処理法 
一般廃棄物分別及び特別管理廃棄物の処理状態など 

増改築工事時の産業廃棄物処理 

財務課 

施設課 
○ 

5 資源有効利用促進法 パソコン・二次電池等 財務課 ○ 

6 家電リサイクル法 廃棄時確実な引渡し・不法投棄 財務課 ○ 

7 自動車リサイクル法 廃棄時確実な引渡し・不法投棄 財務課 ○ 

8 建設リサイクル法 
新築・増築・解体工事発生時 

元請け業者との契約事項 
施設課 ○ 

9 ＰＣＢ処理特措法 
自治体届出・年１回６月確認 

微量ＰＣＢ使用中・管理状態 
施設課 ○ 

10 フロン排出抑制法 フロン回収手続の処理 施設課 ○ 

11 水質汚濁防止法 
瀬戸内海法 月１回 

窒素・リン・ＢＯＤ記録 
施設課 ○ 

12 浄化槽法 定期的な保守点検・清掃，法定点検 施設課 ○ 

13 水道法 年１回清掃・点検 施設課 ○ 

14 グリーン購入促進法 報告書 毎年４，５月頃確認 財務課 ○ 

15 環境配慮契約法 毎年５月頃確認 財務課 ○ 

16 環境保全活動・環境教育推進法 持続可能な社会・意欲の増進 施設課 ○ 

17 食品衛生法 営業許可証の確認 学生課 ○ 

18 省エネ法 

エネルギー合理化・自主的 エコアクション２１：環境目標・環境活動計画進捗 施設課 ○ 

トップランナー方式 ２３機器の内，買替時購入 
財務課 

施設課 
○ 

19 
環境基本法，循環型社会形成推進基本法 

温対法，文部科学省からの通達など 
国の施策に協力，温室効果ガスの排出抑制枠組など 施設課 ○ 

20 小型家電リサイクル法 使用済小型電子機器等の排出状況を確認 
財務課 

施設課 
○ 



日 時： 令和４年７月１２日（火） ９：００～１０：００ 場所： 役員応接室

出席者： 学長，環境管理責任者，エコアクション２１事務局

環境管理責任者

（事務局長・副学長）
代表者（学長）

環境管理責任者

（事務局長・副学長）

成果・実績のインプット情報 確実な評価・判断
アウトプット情報・改善の指示

変更の必要性に言及
具体的指示の対策及び周知

令和４年７月１２日 令和４年７月１２日 令和４年７月１２日 令和４年７月１２日

①環境経営方針の達成状況
令和２年度同様，全構成員に対して積極的に周知
を図り，令和３年度においても達成していると考えら
れる。
引き続き，取り組みを推進するため，環境経営方針
を全構成員に周知徹底を図る。

『妥当性』

本学が，運用する環境マネジメ
ントシステムは妥当であると判断
できる。

■環境経営方針 ☑有□無

『鳴門教育大学環境経営方針』を
令和４年度においても継続する。

■対策・決裁・周知

エコアクション２１環境経営レポー
ト・エコカードを構成員に手渡し，
また，ホームページで公表し，全
構成員の環境への意識を高める。

②環境目標・環境活動計画の進捗度と結果
令和３年度においては，すべての環境目標が達成
できた。また，環境マインドを持った人材育成につ
いて，令和３年度に行った活動は評価できる。今後
も取り組みを継続していく。

『適切性』

本学は，法で定められている特
定事業所ではないが，自主的・
積極的に環境マネジメントに取
り組むことができるエコアクション
２１の運用は適切であると判断
できる。

■環境経営目標・環境経営計画

☑有□無

令和４年度から新たな中期３カ年
の環境経営目標及び環境経営計
画を策定した。

■対策・決裁・周知

エコアクション２１事務局において，
達成手段を検討する。
例 令和元年度から毎月の光熱水
量グラフから，環境関連グラフに変
更し二酸化炭素排出量，電力使
用量，燃料ガス使用量，水道使用
量について中期３カ年の間比較で
きるようにする。令和２年度からは
鳴門サイトの電力・水道の棟別使
用量のグラフも追加し比較できるよ
うにする。
徳島サイトでは換気の方法を考慮
して冷暖房時の二酸化炭素排出
量低減に努める。

③法遵守の定期的評価結果
適用する環境関連法規類は，担当部署に確認し適
切にまとめている。本学の構成員においては，法遵
守の重要性を十分認識している。
引き続き，安心・安全な環境下で教育研究活動が
持続できるよう，内部監査の重点監査項目として監
査を行う。

④経営システムの実施状況・ ＰＤＣＡサイクルの機
能性

中期３カ年計画の３年目にあたり，鳴門サイトでは
環境目標が達成されたが，昨年度からのコロナ禍
により，徳島サイトでは昨年度同様に換気しながら
冷暖房を行ったことで，昨年度よりは二酸化炭素の
排出量が減少したものの例年よりは多い状況で
あった。

『有効性』

環境活動計画では，電力・水使
用量等の推進状況が年度月別
毎にグラフ化され，成果が把握
しやすい。
進捗状況は，４か月毎に環境管
理責任者が監視・測定・評価し，
実態を把握する仕組みは良いと
思われる。

環境マインドを持った人材の育成
については，定めた環境経営計
画に基づき活動を推進する。

コロナ禍が収まった後，

講演会・構内一斉清掃などの活動
に，学生（附属学校園の園児・児
童・生徒を含む）が積極的に参加
できよう，創意工夫し実施する。

⑤問題点の是正処置・予防処置

是正処置についてはなかった。

令和３年度に，環境経営システム全体の状況につ
いて，平成２４～２６年度に実施した内部監査員養
成研修の受講者の中から監査員を推薦し，内部監
査を実施した。令和４年度においても，同様に，内
部監査を実施する。

■実施体制 □有☑無 ■対策・決裁・周知

全構成員がエコアクション２１の理
解を深めるため，環境経営計画等
を見直して実行していく。

環境経営レポートは，令和３年度
版を周知し，引き続き読者を意識
した誌面づくりを心がける。
また，在校生に閲覧しやすいよう
にライブキャンパスにも掲載する。

■経営システム □有☑無

インプット情報の報告にもあるとお
り，環境マネジメントシステムの理
解度を深めることが重要であり，学
生への環境に対する意識づけが
継続して必要である。

⑥利害関係者の見解及び要望事項

令和３年度においては，要請事項等はなかった。
引き続き，事象発生時は是正処置・予防処置に注
意が必要である。

気付いた点

コロナ禍により講演会や構内一
斉清掃などの環境保全活動が
中止になっているが，授業等の
教育活動をとおして環境に対す
る意識が，学生に広がりつつあ
ることは評価できる。
今後も，これらの活動を継続し，
学生への環境に対する意識づ
けが必要だ。

⑦教育訓練状況と結果
コロナ禍によりエコアクション２１講演会と構内一斉
清掃は中止された。
鳴門サイトと徳島サイトでは環境関連の授業等を通
して教育活動を行い，大学全体としての理解が深
まっている。

■学長特命事項 □有☑無 ■対策・決裁・周知

●令和４年度においても，平成２４
～２６年度及び令和３年度に養成
した監査員による内部監査を実施
する。
また，令和３年度に引き続き内部
監査員養成研修を実施する。

⑧緊急事態準備対応・手順書テスト結果

令和３年度は昨年度に引き続きコロナ禍により１１
月に最小限の防災訓練を実施しており，防災予防
は問題ない。

⑨前回レビューのフォローアップ事項

講演会や清掃作業については，昨年度に引き続き
コロナ禍で中止した。内部監査については，内部
監査員養成研修の受講者の中から監査員を推薦
し，実施した。

10 代表者による全体の評価と見直し・指示
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